
令和７年度高知県医療安全管理研修会実施要領

１ 目 的 医療機関における医療安全管理の体制の構築を促進し、医療安全の質の向上を図る。

２ 日 時 令和７年９月 14 日（日） 13:30～15:30（受付 13:00～）予定

３ 演 題 「弁護士から見た医療安全～医療職を守るカルテ記載とは～」

４ 講 師 弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所

弁護士 水野 吉博 氏

５ 対象者 高知県内の医療機関等で従事する職員

６ 場 所 高知市文化プラザかるぽーと 11 階 大講義室（高知市九反田２－１）

７ 参加費 無料

８ 主 催 高知県

９ 後 援 （一社）高知県医師会・（一社）高知県歯科医師会・（公社）高知県薬剤師会・

高知県病院薬剤師会・（公社）高知県看護協会・（一社）高知県臨床検査技師会・

（公社）高知県診療放射線技師会

10 その他

（１）研修会の参加申込は、令和７年９月１日（月）（必着）までにＦＡＸまたは電子申請でお願い

いたします。会場の都合上、参加申込者が定員を超える場合は参加をお断りさせていただき

ますので、ご了承ください。

（２）ご希望通り参加できる場合については参加者決定のご連絡はいたしませんが、参加人数を調

整させていただく場合はご連絡いたします。１医療機関から複数名の方の申込をする場合は、

参加希望順に氏名をご記入いただきますようお願いいたします。

（３）会場の駐車可能台数に限りがあるため、乗り合わせや公共交通機関のご利用にご協力をよろ

しくお願いいたします。

（５）当研修会の案内は、医療政策課ホームページに掲載予定です。天候不良等により開催中止と

なる場合は、９月 12日（金）13 時 00 分に医療政策課ホームページに掲載しますのでご確認

ください。

11 問い合わせ申込先

高知県健康政策部 医療政策課 医事指導担当 田上、公文

ＴＥＬ：088-823-9623 ＦＡＸ：088-823-9137 ＭＡＩＬ：131301@ken.pref.kochi.lg.jp

医療を提供する中で、一定の割合で有害事象が起きてしまい、それが原因で紛争・トラブルになるこ

と、ひいては訴訟になることは避けられません。その際、カルテ記載が重要になりますが、どのよう

な場面でカルテ記載に注力し、どのようなポイントを記載すればよいのでしょうか。

医事紛争の経験豊富な弁護士より、法律家の立場からご講演いただきます。

本研修において、医療安全管理の実際として、カルテ記載の重要性ついて改めて考える機会とし、医

療安全対策の強化・充実を目指しましょう。


